
＜町田市受託事業＞ 

を開催します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民後見人とは・・・ 

 

判断能力が不十分な方に寄り添い、身近な立場で後見活動を行っていただく市民の方々

です。 

【内 容】 

・講  演：成年後見制度と成年後見人等の役割について 

司法書士 小西 文緒氏 

・市民後見活動について、実際に活動中の市民後見人による実践報告 

・2017年度（第３期）町田市市民後見人育成研修について 他  
  

≪申込受付開始≫ 

2017 年7月 3日（月）午前 9時～（電話受付のみ・先着順） 

※10 月から始まる市民後見人育成研修の応募には、当オリエンテーション（いずれか１日）

への参加が応募要件となっています。遅刻の場合は応募の対象外となります。 

また、研修の参加に際し、駐車場等の配慮が必要な方は申込時にその旨をお伝えください。 

 

申込み・問合せ先）町田市社会福祉協議会 福祉サポートまちだ 

電話：042-720-9461（申込み・問合せ受付時間 平日 9 時～17 時）

 

 

2017 年 

７月 ２７日（木） 

２９日（土） 

（両日とも同一内容です。） 

【受付】午後１時～ 

【開始】午後１時 30 分 

【終了】午後４時 

 

 

・２７日（木） 

町田市役所 

３階３-１会議室 

・２９日（土） 

町田市役所 

10 階 10-２～５会議室 

※公共交通機関での来場にご協力

ください。市庁舎の駐車場以外は

有料となります。 

社会貢献に熱意と

意欲があり、町田

市又は近隣市区在

住の 20歳から 68

歳程度までの方 

日時 対象場所 

＜定員＞ 

各回 ７０名 

 



＜町田市受託事業＞ 

市民後見人育成研修の流れ（予定） 

 基 礎 研 修  

１日目）2017 年 10 月 14 日(土)9：30～16：40 

 テーマ 科 目 

① オリエンテーション 基礎研修オリエンテーション 

② 成年後見制度の基礎 市民後見概論、成年後見制度の基礎 

２日目）10 月 28 日(土)9：30～14：30 

 テーマ 科 目 

① 成年後見制度の基礎 申し立ての流れと手続書類 

② 関係制度・法律 地域福祉権利擁護事業、消費者保護制度 

３日目）11 月 10 日(金)9：30～16：15 

 テーマ 科 目 

① 町田市の成年後見制度について 市町村責任・市長申立 

② 関係制度・法律 
障がい者関係制度、高齢者関係制度 

年金制度、健康保険制度 

４日目）11 月 17 日(金)9：30～15：00 

 テーマ 科 目 

① 関係制度・法律 生活保護制度、介護保険制度 

② 市民後見活動の実際 市民後見人からの実践報告 

５日目）12 月  ２日(土)9：30～16：50 

 テーマ 科 目 

① 後見人に必要な法律知識 家族法、財産法、刑法、個人情報と守秘義務 

② 対人援助の基礎 対人援助の基礎 

 

 実 務 者 研 修  

講義（座学）だけでなく、演習や施設実習をとおして 

実際の後見活動（受任）にむけたスキルアップを目指します。 

 

「市民後見人候補者登録名簿」に登録し、登録完了  

受任調整後、家庭裁判所の審判を受け、実際の後見活動が開始されます。 

活動開始後も、定期的な研修や連絡会にご参加いただきます。 


